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第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 

 

１ 飯山市農業の概要 

（１）飯山市農業の歴史と概要 

飯山市は長野県最北端に位置し、日本有数の豪雪地帯として知られている。飯山市の農業は豪雪地ゆえ、

古くから水稲単作を主体に発展してきた。近年は、施設栽培による菌茸の生産、畑作における野菜（アスパ

ラガス、きゅうり、ズッキーニなど）の生産に支えられ、農業産出額約 51.6 億円（令和５年実績）のうち

栽培菌茸、米、野菜の順で、40％、24％、20％の比率となっており、全体の 84％を占めている。また、昭和

30 年代前半、スキー観光の受皿として全国に先駆けて始められた農家民宿は営農形態の一つとして発展し

てきたが、近年のスキー客の落ち込みとともに年間を通じて経済活動を展開できるグリーンツーリズム（ア

グリツーリズム）へと形態を変えている。 

  上位３品目定着の裏にはそれぞれ興味深い歴史がある。水稲にあっては、昭和 29 年、長野県農林技官で

あった(故)松田順次氏（大町市出身）が、当地域の雪害試験地で箱式室内育苗法を初めて考案し、育苗作業

の効率化、積雪寒冷地での田植え作業の早期化並びに収穫量の増大に寄与した。さらにこの技術が後の田植

機開発の根幹的技術として応用され、日本の水田農業に大きく貢献したことは、地域の誇りとして今も語り

継がれている。 

  栽培菌茸にあっては、昭和 30 年代以降、雪国での冬期間の経済基盤確立を目指した先駆的農業者によっ

て導入され、一大産地へと発展しました。しかし近年は、大規模企業による生産量の増加とそれに伴う価格

競争の激化、培地資材や電気代、人件費の高騰などにより、生産コストが増加し、栽培農家は減少している。 

 アスパラガスにおいては、平成２年産より、農業統計実施最終年である 18 年までは生産量日本一である

ことが確認できる。残雪による成長抑制、一転しての春先融雪、気温上昇という雪国特有の春気象の好条件

に恵まれて、味、品質共に定評あるブランド品として市場より高い評価を受けていたが、平成 28 年度に確

認された土壌病害（アスパラガス疫病）や茎枯病等により生産量は年々減少している。 

  

（２）飯山市農業の現状と課題 

  農業従事者の高齢化や後継者不足による販売農家戸数の減少、米価格の漸減や野菜の産地間競争の激化、

大手企業参入や生産過剰による菌茸の価格低迷など、飯山市の農業産出額は平成３年の約 160 億円をピーク

に減少が続いている。このような状況の中、新たな品目の導入や集落営農の組織化・法人化など地域農業の

再生に向けた取り組みも始まっている。新規作物として導入されたズッキーニは積極的な取り組みにより栽

培面積が増え、日本有数の産地になりつつある。 

  農家の高齢化や後継者不足等諸問題を地域ぐるみで考え、地域を一つの農場として農業を行う集落営農が

検討されており、平成 14 年には柳原地区において 100ha 規模の営農組合が立ち上がり、特定農業団体の認

定も受けたのをはじめ、20 年には外様地区、22 年には秋津地区蓮でも同様の組織が設立され、現在はいず

れも法人格を取得した。地域ぐるみ型集落営農組織として全国的に注目を集め、担い手・集落営農組織によ

る効率的農業の実現に向けて検討が重ねられている。 

  近年は消費者の食品に対する安全性への関心が高まるなかで、環境と調和のとれた農業生産活動規範や農

薬のポジティブリスト制度、農産物のトレーサビリティー（生産履歴）制度などを遵守し、農産物の安全性

や品質、産地ブランド等の保証に地域をあげて取り組まなければ、産地として生き残れない時代となった。 

  今後においても、価格や品質において海外や国内の産地間競争にうち勝つため、基幹作物のより一層のコ

スト低減と品質の向上、安心・安全な農産物の生産、高付加価値化を図り、新規作物の生産、加工販売等に
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ついて、地域をあげて取り組む必要がある。 

 

２ 飯山市における地域営農の基本的方向性 

（１）地域営農の基本的方向性 

  これまでの伝統的な営農形態も、農業従事者の高齢化・兼業化、後継者不足により、農業ばかりでなく集

落地域の機能維持も危ぶまれている。担い手、兼業農家、高齢農家さらには農外の住民も含め、持てる能力

を互いに補完しあい、地域として継続的な農業生産、農地の保全、農村集落の維持を可能とするシステムを

早急に構築しなければならない。この地域営農システムの構築には、「飯山市農業再生協議会」や関係機関

がより一層の連携を図り推進する。 

 「飯山市農業再生協議会」は水田農業推進協議会の後身として平成 23 年６月に設立され、その後、飯山

市農業経営改善支援センター（担い手育成支援協議会）、飯山市耕作放棄地対策協議会及び飯山市農業セン

ターが同協議会に統合され、現在に至っている。戦略作物の生産振興をはじめ、その作物を生産する担い手

の問題、農地の問題を合わせて議論し、関係者が一丸となって飯山市農業の方向付けを行おうとするもので

ある。 

  地域農業を担う経営体には、家族農業を主体とした個別経営体、１戸法人、複数戸法人、さらには集落営

農組織や集落法人、受託組織など様々な形態や組み合わせが考えられる。飯山市農業再生協議会の基本的姿

勢は、その組み合わせを強要するものではなく、地域特性を踏まえた様々な組み合わせを関係者自らによっ

て選択してもらい、枠組みや組織化をサポートし、その経営の効率化や法人化等を支援しようというもので

ある。 

 そうした枠組みを考えるうえで最も重要となるのは、集落や地区さらには地域において、中心的な役割を

果たす担い手農家の育成や集落営農組織の組織化であり、それらの営農範囲を含む一定地域での農用地利用

集積活動をコーディネートする団体等の組織化である。その前線基地として、飯山市農業再生協議会地区農

業再生センターを、飯山市及び農業協同組合の支所に置き、集中的な取り組みを展開する。 

  また、地域の合意に基づき作成される「地域計画」により明確化された担い手農家と兼業・高齢農家など

が相互の営農を補完し合い、持続的な農業生産を可能とする仕組みづくりを通じて、農地利用の効率化・高

度化による力強い農業構造を構築する。 

 

（２）認定農業者等担い手育成支援 

  飯山市においては農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」という。）第 12 条第

１項の規定による農業経営改善計画（以下「農業経営改善計画」という。）の認定を受けた農業者若しくは

組織経営体（以下「認定農業者」という。）の終期到来者のうち、経営悪化や高齢化等のため更新しない認

定農業者が相当数発生しており、平成１７年当初をピークに飯山市の認定農業者数は減少傾向にある。 

  地域農業の牽引役として社会的責任をもった担い手の存在が求められており、飯山市においては、担い手

＝認定新規就農者、認定農業者及び集落営農組織と位置づけ、「飯山市農業再生協議会」が中心となり、関

係機関と連携を図りつつ、担い手の育成確保を推進するとともに、担い手に対して集中的な支援を展開する。 

平成６年に認定農業者制度が創設されて以来、認定農業者の支援措置は近年様々に講じられてきた。飯山

市においては平成 14 年から旧飯山市農業センター（現在の飯山市農業再生協議会）により認定農業者の農

繁期における労働力の補完と非農家の農業体験を目的として「てんだい倶楽部」を立ち上げ、認定農業者に

対して短期農業ヘルパーの派遣を行っている。 

認定農業者制度の普及啓発や各種研修等経営改善のための施策をさらに充実させるとともに、新たな認定
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農業者の掘り起こしや、次の認定農業者たる新規就農者に対する支援についても一層の充実を図る。また、

更なる農地の流動化・利用集積を図り、担い手の農業経営のもっとも基礎となる農地の利用権設定等を推進

する。 

今後、定年帰農者の受け入れや集落営農組織への参画誘導など、高度成長期を支えた世代がもつ経験や労

働力の農業関連分野への取り込みを推進する。 

 

（３）水田を中心とした土地利用型農業の確立対策 

  加工用米の生産等も含め需給バランスのとれた水稲生産を図る一方、水稲作については地区集落の特性を

踏まえ、担い手や受託組織への利用集積、集落営農の組織化・法人化等、地域の農業経営構造の転換を積極

的に進めるものとする。 

 

（４）中山間地農業の振興方策 

  中山間地域を多く抱える飯山市では、農業就業人口の高齢化及び減少に伴い、農業後継者に継承されない

又は担い手に集積されない農地が近年増加傾向にあり、一部遊休農地化している。平成 12 年度より実施さ

れている「中山間地域等直接支払制度」を活用した集落協定による農地等の維持管理に関わる活動は、棚田

保全や伝統的日本の田園風景の保全などといった地域特性を活かした農村資源活用型農業の展開に一応の

成果を上げてきた。 

 飯山市の中山間地域では全般的に、育成すべき認定農業者等担い手の確保が困難な場合が多く見受けら

れ、地域農業を担う認定農業者の育成や集落営農の検討が急務である。本制度については、中山間地農業の

自立的かつ継続的な農業生産活動体制の強化を図るため、協定地区内において地域の農地の相当部分を担う

農業者（認定農業者）や集落営農組織の育成等についての支援が位置づけられている。今後も地域や集落の

話し合いを通じ、中山間地域の農業経営の経営戦略の一つとして支援するものとする。 

  

（５）遊休農地の発生防止方策 

  近年、増加傾向にある遊休農地については、今後遊休農地となるおそれがある農地を含め、農業上の利用

を図る農地とそれ以外の農地とに区分し、農業上の利用の増進を図る農地については、担い手への利用集積

を図るなど、積極的に遊休農地の発生防止及び解消に努める。 

 

３ 効率的かつ安定的な農業経営についての目標及び育成・確保 

（１）飯山市農業の経営の指標 

具体的な経営の指針は、飯山市及び周辺市町村において現に成立している優良な経営事例と長野県が策定

した基本方針、農業協同組合の中期計画を踏まえつつ、農業経営の発展を目指し農業を主業とする農業者が、

地域における他産業従事者並の生涯所得に相当する年間農業所得、年間労働時間の水準を実現できる程度を

その目標とし、その具体的数値は下記のとおりとする。 

  これは近年の農業を取り巻く経済情勢を考慮し、飯山市はこれらの経営が市の農業生産の相当部分を担う

農業構造の確立を目指すものとする。 

 

目標項目 目  標  値       （概ね 10 年後） 

年間農業所得 概ね４２０万円程度（主たる農業従事者一人あたり） 

年間労働時間 ２,０００時間程度（主たる農業従事者一人あたり） 
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（２）農村型男女共同参画社会の構築 

  平成 11 年度「男女共同参画社会基本法」、「農山漁村男女共同参画推進指針」等が策定され、農業分野

における男女共同参画の指針が明らかにされ、農村社会の「個」の確立の重要性が示された。個人の努力で

はなかなか困難とされる農村社会の固定的な役割分担意識の変革、女性の社会参画目標、女性や夫婦の合意

形成の場への参画、家庭や経営体の内部意識変革を目的とする「家族経営協定」の普及等が示された。 

 飯山市においては、従来から女性団体の活動が盛んで、学習活動も活発に行われており、県の女性農業セ

ミナーなどへの参加も多い。こうした女性たちや農村生活マイスター認定者が中心となり、平成 10 年に「飯

山市農村女性団体連絡協議会」が組織され、その翌年には、農業委員会や JA 女性部が中心となり、「いい

やま農村女性夢プラン」が策定された。 

 地産地消への取り組みとして、市内全小学校の給食の野菜の提供、農産物加工や朝市、郷土食の研究等、

近年女性農業者の活躍がめざましい。平成 17 年には女性が中心となって「信州いいやま 食の風土記」が

刊行された。飯山で伝統的に受け継がれた食文化が再認識され、現在もその普及が図られている。 

  農業は男女共同参画が他の分野よりも進んでいて、実態的に農作業などが男女共同でよく行われ、自己裁

量の範囲も大きく、男女共同参画社会を実現しやすい環境にあると言われている。今後ますます兼業化や集

落営農の組織化が進めば、女性農業者が主たる農業経営者として自己経営や集落営農、その検討の場に参画

する機会も増えてくる。さらに、食育教育や地産地消、郷土食の伝承、安心安全な農産物の生産等、地域の

農村文化を支え発展させるためには、男女だけでなく高齢者も子供も、農家も非農家も関係なくすべての住

民が何らかのかたちで農業へ参画できる環境を更に充実させる必要がある。 

 

（３）農業経営改善計画の認定に関する事項 

  市は農業経営体から農業経営改善計画が提出された時は、その内容を検討し、基本構想に適合した内容で

あると認められる時は、その計画を認定し経営体を認定農業者とする。専門的見地から計画内容を審査する

機関として飯山市農業再生協議会の機能を活用し、市は同協議会に対し、提出された計画の審査を諮問する

ものとする。市は、認定農業者に対し、関係機関と連携して、各種の施策を通じ、認定農業者の経営改善計

画を積極的に支援するものとする。これらの支援として、国県の補助施策や融資等における優遇措置に加え、

営農指導、研修会の開催、各種農業情報の提供等を行うこととする。 

 

４ 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた目標 

新規就農の状況については、令和６年度の新規就農者数（雇用就農者を除く、49 歳未満）は４人、親元就

農者（49 歳未満）が３人であった。今後も農業後継者の経営継承及び親元就農者を含めた新規参入者の就農

を促進する。  

また、円滑な就農に向け、関係機関が連携して就農後の早期の経営安定と経営力向上を支援する取り組み

を進める。 

 

目 標 項 目 目 標 値（概ね 10 年後） 

新規就農者数 50 人（親元就農を含む） 

 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標 

  他産業従事者や優良な農業経営の事例と均衡する年間総労働時間の水準を達成しつつ、農業経営開始から
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５年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得（主たる従事者１人あたりの年間農業所得概ね 250 万円程

度）、年間労働時間は 2,000 時間を目標とする。 

  また、豪雪地域である当市の特性を活かし、新規就農当初は農閑期のスキー産業等と連携した経営形態を

取り入れることを視野に入れ、安定した所得の確保を図る。 

 

（３）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた取組 

  新たに就農しようとする青年等に対する支援施策及び農用地等の関係情報の収集と提供を円滑に行い、新

規就農者の確保を推進する。 

 

５ 主要農産物等の生産方針 

（１）主要な品目・分野についての生産方針 

①水稲 

地域計画に掲げられた担い手農家への農地の集積・集約を進め、経営効率を高め生産コストを削減す

る。また、消費者ニーズに応じた高品質・高付加価値米や加工用米などの生産、スマート農業技術の導

入、環境負荷低減農業の推進、高温耐性・多収品種の導入など、多角的な取り組みにより、安心・安全

で高品質な売れる米づくりを推進する。 

 

②野菜 

 アスパラガス、きゅうり、ズッキーニは、市場から高い評価を得る産地を形成している。しかし、アスパ

ラガスについては、生産者の高齢化、立枯病および茎枯病の発生などにより、生産量・生産額ともに減少傾

向にある。そのため、関係機関と連携し、新たな栽培方法の試験を行い、生産量の回復に取り組む。 

また、アスパラガスの代替作物として、きゅうり、ズッキーニ、白ネギやピーマンの生産振興を進めるた

め、市と JA が連携して苗に対する補助事業に取り組む。 

今後も、消費者から信頼される安心・安全な産地としての振興に取り組み、主要野菜 3 品目に続く新たな

品目開発・生産振興について、地域を挙げて推進する。 

 

③きのこ 

  飯山市の農業産出額の５０％以上を占めていた基幹品目であったが、企業参入や生産過剰等による価格低

迷など、菌茸栽培を取巻く環境は大変厳しい状況である。 

  なかなか価格上昇が見込めないなかで、生産コストの削減や安心・安全の産地として消費者に信頼される

菌茸栽培を地域一丸となって推進する。 

 

④花き 

  飯山市の花き栽培はキク、ユリ、シャクヤク等の生産が振興され、花き栽培の先進地として地盤を築いて

きた。近年では、これらに加えソリダゴ、ヒペリカム、ワレモコウ等の新品目も栽培され、農業後継者も育

ちつつある。 

  今後は、消費者の動向に応じた栽培計画と品質向上、新品種の導入を図り、新規生産者を開拓しながら、

生産振興を図る。 
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⑤畜産 

  近年、豚熱や鳥インフルエンザ、口蹄疫、遺伝子組み替え作物と輸入飼料の問題、トレーサビリティー（生

産履歴）制度など、畜産を巡る状況も厳しくなってきている。このような状況の中でも、「北信州みゆきポ

ーク」はその品質の高さとおいしさでブランドとして定着した。 

  これまで以上に飼養管理技術の徹底・改善、生産履歴を核とした生産体制の確立と意識改革が求められて

おり、今後においてもこれらを推進し、計画生産と安定経営を実現する。 

 

⑥国営開発農地での畑作 

  約 260ha の集約化された畑地は、集団農地として魅力的であり、可能性を秘めた一帯である。大規模経営

体への集約、農地利用集積を図ることにより効率的な農業経営が可能と考えられる。また、標高の高低差を

活かし様々な営農の展開が考えられ、収益性の高い作物栽培について研究を継続する。 

  なお、国営開発農地のあるなべくら高原には体験交流施設「森の家」があり、都市住民との交流・体験の

場として一層の利用を図る。 

 

⑦利雪農業 

  雪を活かした農業の振興は、出荷調整、高品質化、土壌浄化による安全農産物、といったほかでは真似の

できない自然からの贈り物であり、これまでも国営農地等一部で雪下にんじん（スノーキャロット）が栽培

されているところであるが、市全域ではあまり普及や定着してきていないのが現状である。 

  しかしながら、「豪雪地」の地域特性を活かした、安定的な生産活動が可能な「利雪農業」となるよう、

今後も農業者と協力して確立を図るよう研究を継続する。 

 

⑧有機農法・無農薬・減農薬 

  消費者の健康志向や残留農薬の問題等、食品に対する安全性への消費者の関心の高まりから、農産物の安

全性・品質の向上、産地ブランドの保証に地域をあげて取り組まなければ産地として消費者から支持されな

い時代が来ようとしている。 

  農薬のポジティブリスト制度及びトレーサビリティー（生産履歴）制度等の遵守、ＧＡＰ手法（農業生産

工程管理手法）導入による、消費者に信頼される安心・安全な農産物の生産へ取り組み、今後は更に減農薬栽

培や無農薬栽培、有機栽培など環境保全型農業への発展も推進し、産地ブランド力の強化を図る。また、農

業関連農産物認証制度等の活用とエコファーマー等の認定取得を支援する。 
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第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ

安定的な農業経営の指標 

 

  第１に示したような目標を可能とする効率的かつ安定的な農業経営の指標として、現に飯山市及び周辺市町

村で展開している優良事例を踏まえつつ、飯山市における主要な営農類型についてこれを示すと次のとおりで

ある。 

  〔個別経営体〕 

営農類型 
経営規模 

ha  
生産方式 

経営管理 

の方法 

農業従事 

の態様等 

水稲 

(個人) 

(状況に応じて他

品目等との複合経

営が望ましい) 

移植  13.5 育苗施設、乗用ﾄﾗｸﾀｰ、側条施肥

田植機、動力散粒機、自脱型ｺﾝ

ﾊﾞｲﾝ 等 

各事業年度

の記帳に基

づいた経営

改善計画を

自ら作成す

る。 

 

財務管理等

は､パソコ

ン等により

効率的に実

施し、青色

申 告 を 行

う。 

 

家計部門と

の明確な分

離を行う。 

 

組織経営体

では､専任

の経理担当

者をおくと

ともに､法

人への移行

を行う。 

 

 

給料制、週

休制の導入

により、従

事者の経済

及び労働の

ゆとりを確

保する。 

 

畜産では、

ヘルパー制

を利用し休

日を確保す

るように努

める。 

 

農繁期で

は、地域内

の補助労働

力の活用 

を図る。 

 

経営者、従

事者の社会

保険や年金

等への加入

を図り、福

利厚生を増

進させる。 

 

農作業の機

械化を一層

野菜 アスパラガス（長期） 

露地 1.2 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、自走式ｽﾌﾟﾚﾔｰ、選別

機  等 

ズッキーニ（春・秋） 

延 3.5 

1.75ha を春と秋に作付 

育苗ﾊｳｽ、乗用ﾄﾗｸﾀｰ、畝立てﾏﾙ

ﾁｬｰ、ﾌﾞｰﾑｽﾌﾟﾚﾔｰ 等 

きゅうり（夏秋） 

露地 0.32 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、動力噴霧機、管理機   

等 

アスパラガス（長期） 

露地 0.9 

ジュース用トマト 

0.5 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、定植機、自走式ｽﾌﾟ

ﾚﾔｰ、選別機 等 

菌茸 

(状況に応じて他

品目等との複合経

営が望ましい) 

えのきたけ（周年） 

250 万本 

（50 万本×5 回転） 

栽培舎､作業場､栽培舎空調設

備､ﾐｷｻｰ､詰め機､高圧殺菌釜､

自動接種機､菌掻き機､熱交換

器一式､加湿器､包装機､ふるい

機､ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ､掻き出し機､ﾌｫｰ

ｸﾘﾌﾄ､ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰ  等 

ぶなしめじ（周年） 

55 万本 

（22 万本×2.5 回転） 

なめこ（周年） 

18 万本 

(6 万本×3 回転) 

畜産 子豚導入による肥育 

子豚 1800 頭 

肥育豚舎､堆肥舎､飼料ﾀﾝｸ､給

餌機､ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞｰ等 

酪農(飼料購入型) 

経産牛 40 頭 

 

 

畜舎､育成舎､堆肥舎､飼料ﾀﾝｸ､

ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞｰ､ﾊﾞﾙｸｸｰﾗｰ  等 
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採卵鶏 

13,000 羽 

育成舎､成鶏舎､鶏糞乾燥場､飼

料ﾀﾝｸ､給餌機､自動集卵機､ﾌﾛﾝ

ﾄﾛｰﾀﾞｰ 等 

進め、省力

化軽度化を

図る。 

花き ヒペリカム 

露地 0.4 

シャクヤク 

露地 0.3 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、動力噴霧機、管理機 

等 

リンドウ 

露地 0.7 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、防除機、畔立て機、 

ﾌﾗﾜｰﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ 等 

コギク 

露地 0.8 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、防除機、ﾌﾗﾜｰﾊﾞｲﾝﾀﾞ

ｰ 等 

水稲 

＋ 

野菜又は花き 

水稲 6.5 

アスパラガス（長期） 

露地 0.6 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、自走式ｽﾌﾟﾚﾔｰ、選別

機、育苗施設、側条施肥田植機、

動力散粒機、自脱型コンバイン 

等 

水稲 5.0 

きゅうり（夏秋） 

露地 0.2 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、動力噴霧器、管理

機、育苗施設、側条施肥田植機、

動力散粒機、自脱型コンバイン 

等 

水稲 5 

水稲（作業受託） 5 

ヒペリカム 0.5 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ、防除機、畦立てﾏﾙﾁ

ｬｰ、育苗施設、側条施肥田植機、

動力散粒機、自脱型コンバイ

ン、動力噴霧機、管理機 等 

菌茸 

＋ 

野菜 

えのきたけ（周年） 

100 万本 

（20 万本×5 回転） 

きゅうり（夏秋） 

0.2 

栽培設備一式、乗用ﾄﾗｸﾀｰ、動力

噴霧機、管理機 等 

 

〔組織経営体〕 

営農類型 
経営規模 

ha  
生産方式 

経営管理 

の方法 

農業従事 

の態様等 

水稲 

(組織経営体) 

(状況に応じて他

品目等との複合経

営が望ましい) 

 

移植 20 

 

育苗施設、乗用ﾄﾗｸﾀｰ、側条施肥

田植機、ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾏｼｰﾝ、動力散粒

機、自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ 等 

 

乾燥・調整は、JA ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀ

ｰを利用又はﾐﾆﾗｲｽｾﾝﾀｰを装備

し独自販売 

 

各事業年度

の記帳に基

づいた経営

改善計画を

自ら作成す

る。 

 

財務管理等

給料制、週

休制の導入

により、従

事者の経済

及び労働の

ゆとりを確

保する。 

 

水稲 

（集落型 50ha） 

(状況に応じて他

移植 50 
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品目等との複合経

営が望ましい) 

農作業の機械化を一層進め、省

力化軽度化を図る。 

 

は､パソコ

ン等により

効率的に実

施し、青色

申 告 を 行

う。 

 

組織経営体

では､専任

の経理担当

者をおくと

ともに､法

人への移行

を行う。 

 

農繁期で

は、地域内

の補助労働

力の活用を

図る。 

 

経営者、従

事者の社会

保険や年金

等への加入

を図り、福

利厚生を増

進させる。 

水稲 

（集落型 100ha） 

(状況に応じて他

品目等との複合経

営が望ましい) 

移植 100 

ｵﾍﾟﾚｰﾀ型 

集落営農 

水稲 30ha(移植) 

小麦 10ha 

乗用ﾄﾗｸﾀｰ 

側条施肥田植機 

自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ 等 

 備考）上記営農類型による場合の他、下記により第１に示した目標を可能とする効率的かつ安定的な農業経

営を目指すものとする。 

 １ 農業所得に加え、適宜、補完的に冬季のスキー産業等異業種との異種目複合経営 

 ２ 集落営農や農事組合法人等の組織経営体に参加し、自己経営に加え組織経営体のオペレーター等とし

て農業に取り組み、自己経営と組織経営体からの所得による複合経営 

 

 

第２の２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新た

に農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 

 

１ 生産方式、経営管理の方法及び農業従事の態様等 

（１）生産方式 

  本指標の実現に必要な生産方式については、それぞれの営農類型の基幹作物別に整理した主要技術事項に

基づいて進める。 

 

（２）経営管理の方法 

  経営管理能力の向上と併せて、簿記記帳の普及と青色申告の導入等による総合的な経営管理体制の確立を

図る。また、栽培技術の向上等による生産性の向上を始め、企業的な経営感覚の習得や経営手法の導入等に

よる経営安定を促進し、青年等の育成を推進する。 

 

（３）農業従事の態様等 

  経営規模の適正化、品種の組合せや作型の分散による合理的な労働配分、作物間の労働力調整と補助労働

力の確保等により他産業並みの年間総労働時間（2,000 時間）の実現を目指す。 

  また、農業法人等に就業しようとする青年等の場合、法人等就業５年後に、その農業法人等の業務の一定

の役割を担い、就業時の農業従事日数は、年間 150 日以上とする。 
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２ 農業経営指標 （新規就農計画） 

NO 営農類型 
面積 

規模 
品目構成 

労働力 年間所得 

基幹 補助 １人 

１ 

野菜(アスパラガス（露地・長

期作型）＋ズッキーニ(春・

秋)) 

50a 

アスパラガス(露地・長期作型)20a 

ズッキーニ(春・秋)20a 

きゅうり 10a 

1.0 1.0 2,500 

２ 花き(シャクヤク＋小菊) 50a 
シャクヤク 25a 

小菊 25a 
1.0 1.0 2,500 

３ 
花き(シャクヤク)＋ズッキー

ニ(春・秋)＋きゅうり 
50a 

シャクヤク 20a 

ズッキーニ(春・秋)20a 

きゅうり 10a 

1.0 1.0 2,500 

４ 
花き(シャクヤク＋りんどう)

ズッキーニ(春・秋) 
60a 

シャクヤク 20 

りんどう 20a 

ズッキーニ(春・秋)20a 

1.0 1.0 2,500 

５ 

野菜(アスパラガス（露地・長

期作型）＋ズッキーニ(春・

秋))＋スイートコーン 

80a 

アスパラガス(露地・長期作型)40a 

ズッキーニ(春・秋)30a 

スイートコーン 10a 

1.0 1.0 

1,900 

(＋農外 

所得 600) 

６ 
野菜(ズッキーニ(春･秋）＋き

ゅうり)  
50a 

ズッキーニ(春･秋)40a 

きゅうり 10a 
1.0 1.0 

1,800 

（+農外所

得 700） 

７ 
花き(シャクヤク＋ヒペリカ

ム＋ソリダゴ) 
45a 

シャクヤク 15a 

ヒペリカム 15a 

ソリダゴ 15a 

1.0 1.0 2,500 

８ 
花き(シャクヤク＋オミナエ

シ＋りんどう) 
50a 

シャクヤク 20 

オミナエシ 20 

りんどう 10a 

1.0 1.0 2,500 

新
規
参
入
者
・
親
と
は
別
部
門
で
経
営 

を
開
始
す
る
者
の
誘
導
方
向 

新規参入者・親とは別部門を開始する者に対しては下記の事項を誘導することを基本とし、必要

により各機関が連携して支援を実施するよう努める。 

 

１ 施設・機械等投資の低減 

・作業スペースや農機具保管場所のある空き農家住宅等を確保するとともに、中古資材・中古機

械の購入や経営撤退者からの施設・機械・家畜を譲り受けることが望ましい。 

・融資により施設機械等を取得する場合には、堅実な経営計画及び資金繰り計画を樹立し、過剰

な借入とならないよう配慮する。 

 

２ 経営管理及び生産技術 

  経営発展の方向性は、第１の２の（１）に準ずるが、就農前の研修等で取得した基本技術に基

づき、適期適作業の確実な実行により生産量や品質の確保が図れるよう指導する。 

 

（注）農外所得とは、補完的な冬季のスキー産業等の異業種によるものである。 
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第３ 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事業 

 

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方 

飯山市の農地及び農業の生産力を将来にわたり維持していくためには、リタイア農家の経営を継承する新

規就農者や農地の受け皿となる大規模経営体の育成を推進するとともに、子どもたちが憧れ、将来の職業と

して選択される魅力ある農業を構築するための施策の充実がこれまで以上に必要です。このため、認定農業

者制度、認定新規就農者制度及びそれらの認定を受けた者に対する各種支援制度を活用するとともに、農業

農村支援センター・農業協同組合等と連携した研修・指導や相談対応等に取り組みます。 

また、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農を促進するため、これらの青年等に対する就農情報の

提供、生活や農地・農業機械の取得などの受入体制の整備、青年等就農計画の認定・フォローアップ、認定

新規就農者向けの支援策の積極的な活用の推進、認定農業者への移行に向けた経営発展のための支援等を行

います。 

 

２ 市が主体的に行う取組み 

飯山市は、就農支援策や移住関連情報を発信しながら新規就農者の確保に積極的に取り組みます。 

新規就農希望者のニーズや習熟度に応じた相談対応や農業協同組合と共同で設置する農業研修センター

や農家研修など就農準備の支援により、円滑な就農を実現し、将来の夢に向けて農業経営等に取り組めるよ

うサポートを行います。 

 

３ 関係機関の連携・役割分担 

（１）飯山市 

ア 農林課 

農業農村支援センター、農業委員会、農業協同組合等と連携し、青年等の円滑な就農の促進及び就農後

のきめ細かな支援施策等を行います。 

 

イ 農業委員会 

 新規参入希望者からの相談受付、農用地等に関する情報提供、現地調査等を行います。 

 

（２）農業協同組合 

   生産流通等の総合的な機能を発揮し、青年農業者等の営農に係る総合的な支援を行うとともに、農業制

度資金の貸付窓口の役割を果たします。また、市と共同で設置する農業研修センターで研修生を受け入れ、

青年農業者等の就農をサポートします。 

 

（３）農業農村支援センター 

新たに就農しようとする青年等に対する相談及び就農計画の作成に関する指導、青年農業者等に対する

技術・経営等に関する指導及び情報提供並びに青年等の自主的な組織活動に対する支援等を行います。 

 

（４）長野県農業開発公社（長野県農地中間管理機構） 

   新規就農者への農用地の利用集積を進めます。 
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４ 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための取組み 

 市は、飯山市農業情報総合サイト「いいやまの種」での情報発信に加え、区域内における作付け品目毎

の就農受入体制、研修内容、就農後の生活や収入のイメージ等、就農等希望者が必要とする情報を整理し、

長野県が運営する就農支援ポータルサイト「デジタル農活信州」を通じて、情報を常時発信します。 

 

 

第４ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率

的かつ総合的な利用に関する事項 

 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標 

 第２に掲げるこれらの効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標を、

将来の地域における農用地の利用に占める面積のシェア及び面的集積についての目標として示すと、概ね次に

掲げる程度である。 

 

（１）効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標 

効率的かつ安定的な農業経営が、地域の農用地の利用に占め

る面積のシェアの目標 （目標年は令和 16 年とする） 
備考 

   飯山地区  25％ 

  秋津地区  25％ 

  木島地区  40％ 

  瑞穂地区  25％ 

  柳原地区  35％ 

  外様地区  60％ 

  常盤地区  45％ 

  太田地区  35％ 

  岡山地区  25％ 

 

市全体   45％  

 

（２）効率的かつ安定的な農業経営が利用する農用地の面的集積についての目標 

 農地中間管理事業の実施により、効率的かつ安定的な農業経営における経営農地の面的集積の割合が高ま

るように努めるものとする。 

 

２ その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項  

 

（１）農用地の利用状況及び営農活動の実態等の現状 

  飯山市の平坦部においては、水稲を主体とする土地利用型農業が盛んであり、認定農業者等への農地の利

用集積が進んできているが、経営農地は比較的分散傾向にあり、農作業の効率化等が図られず、担い手の更

なる規模拡大が停滞している。 

  また、飯山市の山間部では、後継者問題・高齢化問題が深刻で担い手育成・集落営農の検討が進んでいな

い状況である。 
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（２）今後の農地利用等の見通し及び将来の農地利用のビジョン 

 今後は更に農業従事者の高齢化が進んでいくことが予想され、このままでは担い手が受けきれない農地が

出てくることが予想される。 

 このため、担い手育成及びそれらの者への農地の利用集積を推進することとする。 

  地域ごとの農用地の利用の改善については、次により進めることとする。 

 

ア 水稲を中心とした土地利用型農業が行われている平坦部（木島・常盤地区等）では、「経営体の育成」と

「農用地利用調整」に取り組み、生産性の高い集約型農業を目指す。 

 

イ 中山間地域では、集落営農組織を中心に担い手の確保を推進するとともに棚田保全や伝統的日本の田園

風景の保全などといった地域特性を活かした農村資源活用型農業に取り組んでいく。 

 

 ウ 各地区の「地域計画」に基づき、担い手農家への農地集積・集約を促進する。その際、農地中間管理機

構を有効に活用するものとする。 

 

（３）関係団体等との連携体制 

 農用地の利用の集積に関する目標等を達成するため、関係機関及び関係団体が有する農地の情報の共有化

に努めるとともに、飯山市農業再生協議会を中心に、関係機関・団体の相互の連携と役割分担の下、地域の

農用地の利用集積の対象者を明確化し、地域の地理的自然的条件、営農類型の特性、農地の保有及び利用状

況並びに農業者の意向を踏まえて、効率的かつ安定的な農業経営への農地の利用集積の取組を促進する。 

 

 その際、飯山市は、関係機関及び関係団体とともに、こうした取組が効果的かつ計画的に展開されるよう、

地域の関係者の合意形成を図りつつ、毎年度の利用集積の状況等を把握・検証し、必要に応じて改善を図る

措置を講ずる。 

 また、農用地の利用集積を適切かつ効率的に進める観点から、飯山市農業再生協議会において、関係機関

が連携して、利用集積対象者の間の協議・調整や情報の共有化、支援施策の円滑な実施等を図る。 
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第５ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

 飯山市は、長野県が策定した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の第 5「農業経営基盤強化促

進事業の実施に関する基本的な事項」の農業経営基盤強化促進事業の推進方針に定められた方向に即しつつ、

飯山市農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴

を十分踏まえて、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。 

 

 飯山市は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業を行う。 

① 法第18 条第１項の協議の場の設置、第19 条第１項に規定する地域計画の策定その他第４条第３項

第１号に掲げる事業 

② 農地中間管理事業 

③ 農用地利用改善事業 

④ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業 

⑤ その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 

 

 これらの各事業については、各地域の特性を踏まえてそれぞれの地域で重点的に実施するものとする。 

 

ア 平坦部の地区（木島、常盤地区等）においては、利用条件の整った優良農地を効率的に活用し、生産性

の高い集約型農業が展開できるよう条件整備をするものとする。 

平坦部の優良農地であっても、後継者や担い手の不在などにより、地区外からの入作が増加していたり、

利用集積は進んでいるものの経営農地が点在しているなど、効率的な経営に支障が生じている。また、用

水管理等に不都合が生じかねない状況が生まれたりもしている。更に、担い手農家の規模拡大に伴い、日

常の畦畔や用水管理等に手が回らない状況も生まれている。 

それらを解消するため「経営体の育成」と「農用地利用調整」を柱とし、集落をあげて担い手の経営を

補完するような取り組みも検討しなければならない。 

 

イ 中山間地域（太田、瑞穂、岡山、富倉地区等）においては、平坦部に比べ全般的に担い手の育成や集落

営農の検討が遅れており、今後も担い手等育成確保を推進する。 

平成 12 年度より行われている「中山間地域等直接支払制度」を活用した集落協定による農地等の維持

管理活動は、棚田保全や伝統的日本の田園風景の保全などといった地域特性を生かした農村資源活用型農

業の展開に一応の成果を上げた。 

平成 17 年度からは協定地区内において認定農業者や集落営農組織の育成等について本制度の要件が追

加されており、今後も担い手等育成確保を推進する。また、アの場合と同様に必要に応じて農用地利用改

善団体を再構築し、活動を活発化する。 

   

 以下、各個別事業ごとに述べる。 

 

１ 法第18 条第１項の協議の場の設置の方法、第19 条第１項に規定する地域計画の区域の基準その他第４条

第３項第１号に掲げる事業に関する事項 

 

（１）法第18 条第１項の協議の場の設置 
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① 協議の場の開催時期及び情報提供の方法 

協議の場の設置にあたっては幅広い農業者の参画を図るため、地域計画を策定する区域ごとに、当該区

域における基幹作物の農繁期を除いて設定することとします。 

開催にあたっては、地区回覧や市のホームページ等に加え、関係機関による周知を図ります。 

② 参加者 

協議の場への参加者は農業者、農業委員会、農業協同組合、農業農村支援センター、土地改良区、飯山

市及びその他関係者とします。 

③ 協議すべき事項 

協議の場においては、当該区域の実情を踏まえて次に掲げる事項を協議するものとします。 

・当該地区における農業の将来のあり方 

・農業上の利用が行われる農用地等の区域 

・その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項 

なお、飯山市は、地域の中心となる農用地の出し手及び受け手の意向が反映されるよう調整を行います。 

④ 相談窓口の設置 

協議の場への参加者等から協議事項に係る問い合わせへの対応を行うための窓口を、飯山市農林課に設

置します。 

 

（２）法第19 条第１項に規定する地域計画の区域の基準 

農業上の利用が行われる農用地等の区域の判断基準は、これまで人・農地プランの実質化が行われてい

る区域をもとに、農業振興地域内の農用地が含まれるように設定することとします。 

 

（３）その他法第４条第３項第１号に掲げる事業 

飯山市は、地域計画の策定にあたって、農業委員会・農業協同組合・農業農村支援センター・土地改良

区その他の関係団体と連携しながら、協議の場の設置から地域計画の公表に至るまで適切な進捗管理を行

います。 

また策定後は、地域計画に基づいて利用権の設定等が行われているか、進捗管理を毎年実施するものと

します。 

 

２ 農地中間管理事業 

（１）飯山市は、市内一円を区域として農地中間管理事業を行う(公財)長野県農業開発公社との連携の下に、

普及啓発活動等を行うことによって同公社が行う事業の実施の促進を図る。 

 

（２）飯山市、農業委員会、農業協同組合、農地中間管理機構が行う中間保有・再配分機能を活かした農地中

間管理事業を促進するため、農地中間管理機構（（公財）長野県農業開発公社）に対し、情報提供、事業

の協力を行うものとする。 

 

３ 農用地利用改善事業 

（１）農用地利用改善事業の実施の促進 

飯山市は、地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う自主的努力を助長する

ため、地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用改善事業の実施を促進する。     
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（２）区域の基準 

農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準は、土地の自然的条件農用地

の保有及び利用の状況、農作業の実施の状況、農業経営活動の領域等の観点から、農用地利用改善事業を行

うことが適当であると認められる区域（１～数集落）とするものとする。 

 

（３）農用地利用改善事業の内容 

農用地利用改善事業の主要な内容は、（2）に規定する区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図る

ため、作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する

ものとする。 

 

（４）農用地利用規程の内容 

①  農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

ア 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 

イ 農用地利用改善事業の実施区域 

ウ  作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項 

エ  認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項 

オ  認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項 

カ  その他必要な事項 

②  農用地利用規程においては、①に掲げるすべての事項についての実行方策を明らかにするものとする。 

（５）農用地利用規程の認定 

①（２）に規定する区域をその地区とする地域関係農業者等の組織する団体で、定款又は規約及び構成員に

つき法第 23 条第 1 項に規定する要件を備えるものは、運用通知別記様式第 6 号の認定申請書を飯山市に

提出して、農用地利用規程について飯山市の認定を受けることができる。 

 

② 飯山市は、申請された農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、法第 23 条第 1 項の認定を

する。 

ア 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。 

イ 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 

ウ （４）のエに掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。 

エ 農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い

農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。 

 

③ 飯山市は、②の認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る農用地利用規程を飯山市の掲示板への掲

示により公告する。 

 

④ ①から③までの規定は、農用地利用規程の変更についても準用する。 

 

（６）特定農業法人又は特定農業団体を定める農用地利用規程の認定 

① （５）の①に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改

善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利



  -17-  

 

用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農

用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人

（以下「特定農業法人」という。）又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託

を受けて農用地の利用の集積を行う団体（農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが

確実であると見込まれること、定款又は規約を有していることなど農業経営基盤強化促進法施行令（昭和

55 年政令第 219 号）第 11条に掲げる要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。）を、

当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程において定めることができる。 

 

② ①の規定により定める農用地利用規程（以下「特定農用地利用規程」という。）においては、（4）の①

に掲げる事項のほか、次の事項を定めるものとする。 

ア 特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所 

イ 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標 

ウ 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項 

 

③ 飯山市は、②に規定する事項が定められている特定農用地利用規程について（５）の①の認定の申請が

あった場合において、特定農用地利用規程の内容が（５）の②に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該

当するときは、（５）の①の認定をする。 

ア ②のイに掲げる目標が（２）に規定する区域内の農用地の相当部分（特定農業法人については過半、

特定農業団体については 2/3 以上）について利用の集積をするものであること。 

イ 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の

申出があった場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の

委託を受けること、又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確

実であると認められること。 

 

④ 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人は、認定農業者と、特定農用地利用規程は、法第 12 条

第 1 項の認定にかかる農業経営改善計画とみなす。 

 

（７）農用地利用改善団体の勧奨等 

① （５）の②の認定を受けた団体（以下「認定団体」という。）は、当該認定団体が行う農用地利用改善

事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認められるときは、そ

の農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると

認められる農用地について、当該農用地の所有者（所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者があ

る場合には、その者。）である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者（特定農用地利用規程で定める

ところに従い、農用地利用改善事業を行う認定団体にあっては、当該特定農用地利用規程で定められた特

定農業団体を含む。）に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。 

 

② ①の勧奨は、農用地利用規程に基づき実施するものとする。 

 

③ 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定めら

れた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用
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地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用

権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるも

のとする。 

 

（８）農用地利用改善事業の指導、援助 

① 飯山市は、農用地利用改善団体（（５）の①の市町村の認定を受けた農用地利用規程に従い農用地利用

改善事業を実施する団体をいう。）が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導、援助に努

める。 

 

② 飯山市は、農用地利用改善団体又は農用地利用改善団体になろうとするものが、農用地利用改善事業の

実施に関し、農業農村支援センター、農業委員会、農業協同組合、農地中間管理機構（(公財)長野県農業

開発公社）等の指導、助言を求めてきたときは、飯山市農業再生協議会と連携を図りつつ、これらの機関・

団体が一体となって総合的・重点的な協力・支援が行われるように努める。 

 

（９）農地中間管理機構が行う農地中間管理事業との連携の考え方 

県農業開発公社や農業関係団体との連携を図るとともに、事業制度の普及・啓発、農地流動化情報の把握・

提供に努め、農地中間管理事業の推進を図るものとする。 

 

 

４ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項 

飯山市は、効率的かつ安定的な経営を育成するために、生産方式の高度化や経営管理の複雑化に対応した高

い技術を有した人材の育成に取り組む。このため、人材育成方針を定めるとともに、意欲と能力のある者が幅

広くかつ円滑に農業に参入し得るように相談機能の一層の充実、先進的な法人経営等での実践的研修、担い手

としての女性の能力を十分に発揮させるための研修等を通じて経営を担う人材の育成を積極的に推進する。 

また、農業従事者の安定的確保を図るため、他産業に比べて遅れている農業従事の態様等の改善に今後も取

り組み、家族経営協定や休日制の推進、ヘルパー組織「てんだい倶楽部」や新たな高齢者・非農家等の労働力

の活用システムについても検討する。 

 

５ その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 

（１）農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施策との連携 

飯山市は、1 から 6 まで掲げた事項の堆進に当たっては、農業経営基盤の強化の促進に必要な、以下の関

連施策との連携に配慮するものとする。 

ア 飯山市は、経営構造対策事業、中山間地域農業直接支払事業、中山間地域総合整備事業、その他構造

改善関係事業並びに土地改良関係事業、その他関連事業等による農業生産基盤整備の促進、農業近代化

施設の導入を推進し、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者が経営発展を図っていくうえでの条件整

備を図る。 

イ 飯山市は、各種事業を推進し、優れた農業経営体の育成を図る。 

ウ 飯山市は、水田フル活用ビジョンの実現に向けた取組みによって、水稲作、転作を通ずる望ましい経

営の育成を図ることとする。 

エ 飯山市は、農村の生活環境を快適なものにするため、その改善を図るための事業の推進を図り、定住
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条件の整備を通じ、農業の担い手の確保に努める。 

オ 飯山市は、地域の農業の振興に関するその他の施策を行うに当たっては、農業経営基盤強化の円滑な

促進に資することとなるように配慮するものとする。 

 

（２）推進体制等 

① 事業推進体制等 

飯山市は、飯山市の職員、農業委員会、農業農村支援センター等の職員、農業協同組合、土地改良区、そ

の他の関係団体と連携しつつ、農業経営基盤強化の促進方策について検討するとともに、今後 10 年にわた

り、第 1、第４で掲げた目標や第 2 の指標で示される効率的かつ安定的な経営の育成に資するための実現方

策等について、各関係機関・団体別の行動計画を樹立する。また、このような長期行動計画と併せて、年度

別活動計画において当面行うべき対応を各関係機関・団体別に明確化し、関係者が一体となって合意のもと

に効率的かつ安定的な経営の育成及びこれらへの農用地利用の集積を強力に推進する。 

 

② 農業委員会等の協力 

農業委員会、農業協同組合及び土地改良区は、農業経営基盤強化の円滑な実施に資することとなるよう、

飯山市農業再生協議会のもと相互に連携を図りながら協力するように努めるものとし、飯山市は、このよう

な協力の推進に配慮する。 

 

 

第６ その他 

 この基本構想に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項については、別に定

めるものとする。 

 

 

附則 

 １ この基本構想は、平成 ６年１２月２８日から施行する。 

 ２  この基本構想は、平成１０年１２月 ３日から施行する。 

 ３ この基本構想は、平成１４年 １月２３日から施行する。 

 ４ この基本構想は、平成１８年 ８月３０日から施行する。 

 ５ この基本構想は、平成１９年 ３月３０日から施行する。 

 ６ この基本構想は、平成２２年 ５月３１日から施行する。 

 ７ この基本構想は、平成２６年 ９月３０日から施行する。 

 ８ この基本構想は、平成２９年 ３月２９日から施行する。 

 ９ この基本構想は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

10 この基本構想は、令和 ５年 ９月 １日から施行する。 

11 この基本構想は、令和 ７年 ３月２８日から施行する。

 


